金銭消費貸借契約書


貸主 　　　　　　 （以下「甲」）と、借主 　　　　（以下「乙」）は、次のとおり金銭消費貸借契約（以下「本契約」）を締結した。


第１条【契約金額・利息】
　甲は、乙に対し金000,000円を貸し渡し、乙は本日振込で受領した。利息は年　　%とする。

第２条【返済方法・返済期限】
　返済期限は、令和　年　月　　日とする。
２　乙は、甲の指定する金融機関口座に、本条第１項記載の返済期限までに、元金と利息と共に振込にて返済しなければならない。
３　振込手数料は、乙の負担とする。

第３条【権利の質入及び譲渡】
　乙は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、甲の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することができない。

第４条【権利放棄】
　甲が、乙の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを乙は確認する。
２　特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、甲が書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。

第５条【期限の利益喪失】
　甲は、乙に次各号の一に該当する事由が生じたときは、乙に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
１　差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
２　資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
３　公租公課の滞納処分を受けたとき
４　その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
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第６条【遅延損害金】
　乙が返済を遅延したときは、返済期日の翌日から完済に至る日まで、また前条により期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至る日まで、残額の元金に加えて、年率１４．３％（１年を３６５日とする日割計算）を乗じた額の遅延損害金を甲に支払うものとする。

第７条【損害賠償】
　乙は、契約解除等により甲に対して与えた損害の実費を賠償する義務を負う。

第８条【合意管轄】
　本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。

第９条【準拠法】
　本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。


以上、本契約の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。


令和　　年　　月　　日

甲（貸主）住所 

　　　　　氏名　　　　　　　　　印


乙（借主）住所 

　　　　　氏名　　　　　　　　　印

